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青森県地域防災計画（原子力編）修正の概要 

 

青森県地域防災計画（原子力編）については、昭和４７年に作成して以降、国の防災体制の

枠組みの変更、対象施設の追加等に合わせて修正を行ってきたところである。 

平成２５年２月に東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえた防災基本計画や改

正原子力災害対策特別措置法に基づく原子力災害対策指針等を踏まえた修正を行った。 

今回は、昨年２月の修正後、緊急時モニタリングや安定ヨウ素剤の配布・服用についての国

の検討チームの検討結果を反映した原子力災害対策指針の改正内容等を踏まえ、青森県地域防

災計画（原子力編）を修正するものである。 

 

１．修正の概要 

①緊急時モニタリングの実施体制や運用方法の具体化 

※原子力災害対策指針（平成25年6月5日改正）の反映 

   ○緊急時モニタリングの体制について、以下の項目を追記。 

・県は、国が設置する緊急時モニタリングセンターに、国、原子力事業者等とともに要

員として参画し、国の指揮の下、これらの要員が連携して緊急時モニタリングを実施

すること。 

・県は、緊急時モニタリングセンター受け入れ体制の整備に協力すること。 

・県は、国の定める緊急時モニタリングセンターの動員計画の作成に協力すること。 

 

○緊急時モニタリングの実施について、以下の項目を追記。 

・県は、警戒事態で緊急時モニタリングの準備を行うこと。 

・県は、施設敷地緊急事態で、国による緊急時モニタリングセンターの立ち上げに協力

し、緊急時モニタリングセンター構成員として緊急時モニタリングを実施すること。 

 

②安定ヨウ素剤の配布・服用方法の具体化 

 ※原子力災害対策指針（平成25年6月5日改正）の反映 

○安定ヨウ素剤の事前配布について、以下の項目を追記。 

   ・県は、市町村と連携し、ＰＡＺ内及びＰＡＺ外であって事前配布が必要と判断される

地域の住民への事前配布を行うに当たり、説明会を開催し、原則として医師による説

明を行うこと。 

   ・県は、市町村と連携し、説明会で安定ヨウ素剤の事前配布に関する説明を受けた住民

に対し、安定ヨウ素剤を配布すること。 

 

○安定ヨウ素剤の緊急時における配布について、以下の項目を追記。 

   ・県は、市町村と連携し、ＰＡＺ外の住民等に対し、緊急時に避難を行う際に安定ヨウ

素剤を配布できるよう、配布場所等についてあらかじめ定めるとともに、安定ヨウ素

剤を備蓄すること。 

 

○安定ヨウ素剤の服用指示について、以下の項目を追記。 

・原子力規制委員会が服用の必要性を判断し、原子力災害対策本部の指示に基づき、又

は独自の判断により、県は、市町村と連携し、服用を指示すること。 
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③東通原子力発電所に係る緊急事態区分の名称の修正及び定義の追記 

※原子力災害対策指針（平成25年9月5日改正）の反映 

    発電用原子炉に係る緊急事態の区分を判断する基準である緊急時活動レベル（ＥＡＬ）

の枠組みが示されたことを踏まえ、東通原子力発電所に係る緊急事態区分の名称を、こ

れまでの警戒事象、特定事象及び原子力緊急事態から、それぞれ以下の名称に修正し、

定義を追記。 

 

・警戒事態 

その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、原子力施

設における異常事態の発生又はそのおそれがあるため、情報収集や緊急時モニタリングの準

備等を開始する必要がある段階。 

・施設敷地緊急事態 

原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が生じたため、

緊急時に備えた避難等の防護措置の準備を開始する必要がある段階。 

・全面緊急事態 

原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じたため、

迅速な防護措置を実施する必要がある段階。 

 

④災害時要援護者の名称を要配慮者に修正 

※災害対策基本法（平成25年6月21日改正）の反映 

・高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者について、これまでの「災害時要

援護者」から「要配慮者」に名称を修正。 

  

⑤施設敷地緊急事態要避難者の定義及び対応の追記 

※原子力災害対策指針（平成25年9月5日改正）の反映 

  ・ＰＡＺ圏内の要配慮者や安定ヨウ素剤が服用できない者を「施設敷地緊急事態要避難者」

と定義し、警戒事態の段階で避難の準備を開始し、施設敷地緊急事態の段階で避難する

ことを追記。 

 

⑥放射性物質による環境汚染への対処のための体制整備を追記 

※地域防災計画作成マニュアル（県分）（平成25年7月一部改定）の反映 

  ・放射性物質による環境汚染への対処するため必要な体制整備に努めることを追記。 

 

⑦その他  

  ・構成の見直し、字句の修正等。 
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２．主な修正箇所一覧       ※頁は、資料３のものを示す。 

                       ※修正内容の丸数字は、「1.修正の概要」に対応。⑦その他は除く。 

修正箇所 頁 修正内容 

第１章 総則 

 

第７節 原子力災害対策を重点的に

実施すべき区域の区分等に応じた防

護措置の準備及び実施 

１．原子力施設等の状

態に応じた防護措置

の準備及び実施 

東通原子力発電所の場合 ９ ③④⑤ 

第２章 原子力災害事前対策 

 第４節 原子力防災専門官及び地方放射線モニタリング対策管との連携 １８ ① 

第７節 緊急

事態応急体制

の整備 

 

１．警戒態勢をとるために必要な体制等の整備 ２３ ③ 

２．災害対策本部体制等の整備 ２４ ③ 

３．対策拠点施設における原子力災害合同対

策協議会等の体制 

（１） ２４ ③ 

１２．モニタリング体制等 （１）～（６） ２７ ① 

１３．専門家の派遣要請手続き ２８ ③ 

１４．放射性物質による環境汚染への対処のための整備 ２８ ⑥ 

第８節 避難

活動収容体制

の整備 

１．避難計画の作成 東通原子力発電所の場合 ２９ ⑤ 

２．避難所等の整備 （１）、（８） ３０ ④ 

３．要配慮者等の避難誘導・移送体制等の整備 ３１ ④ 

９．避難所・避難方法等の周知 ３３ ②③ 

第１１節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 

４．安定ヨウ素剤の予防服用

体制の整備 

３５ ② 

第１２節 住民等への的確な情報伝達体制の整備 

（１） ３７ ③ 

（４） ３８ ④ 

第１４節 原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及

と啓発及び国際的な情報発信 

（１）、（３） ３９ ④ 

第１６節 

防災訓練等の実施  

１．訓練計画の策定 （２） ４０ ③ 

３．実践的な訓練の実施と事後評価 ４１ ③ 

第３章 緊急事態応急対策   

 

第１節 基本方針 ４２ ③ 

第２節 

情報の収集・

連絡、緊急連

絡体制及び通

信の確保 

１．施設敷地緊急事態

発生等の連絡 

（１） 東通原子力発電所の場合 ４２ ③⑤ 

（２） 東通原子力発電所の場合 ４２ ③⑤ 

（３） ４４ ③ 

特定事象発生情報等の連絡体制図  ※東通原発のみ。 ４９ ③ 

２．応急対策活動情報の連絡 （１）、（２） ５１ ③ 

 

第３節  

活動体制の確

立 

１．県の活動体制 （１） ５３ ③ 

２．警戒体制 ５３ ① 

３．災害対策本部の設置  （３） ５７ ① 

５．放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 ６１ ① 

６．専門家の派遣要請等 ６２ ③ 

７．応援要請及び職員の派遣要請等 （３） ６３ ① 

１０．防災業務関係者の安全確保 （２） ６４ ① 

第４節 

屋内退

避、避難

収容等の

防護活動 

１．屋内退避、避難誘導

等の防護活動の実施 

東通原子力発電所の

場合 

（１） ６５ ⑤ 

（２） ６５ ③⑤ 

（３） ６５ ③ 

２．避難所 （２）、（４） ６７ ④ 

５．安定ヨウ素剤の予防服用 ６９ ② 

６．要配慮者への配慮 （１） ６９ ④ 

１０．飲食物、生活必需品等の供給 ７１ ④ 

第４章 原子力災害中長期対策 

 第６節  環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 ８３ ① 

 



緊急時緊急時緊急時緊急時モニタリングのモニタリングのモニタリングのモニタリングの在在在在りりりり方方方方

緊急時緊急時緊急時緊急時モニタリングのモニタリングのモニタリングのモニタリングの目的目的目的目的 ：原子力災害において、防護措置（避難や飲食物の摂取制限等）を実施するための

判断材料として、緊急時に周辺環境の空間放射線量率等を測定し把握する。

※原子力災害対策指針（平成25年6月5日改正）の反映
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添付１

• 緊急時モニタリング計画（県内の緊急時モニタリング
実施体制、測定項目毎の測定候補地点等）を作成。

• 関係機関が連携した緊急時モニタリングを実施するため、
現地に緊急時モニタリングセンターの体制を準備。

• 要員の動員計画を作成。

平常時平常時平常時平常時

• 現地に、緊急時モニタリングセンター

を立ち上げ。

• 緊急時モニタリング計画に基づき、緊

急時モニタリングの実施内容を定めた

緊急時モニタリング実施計画を作成。

• モニタリング結果を集約し、解析評価。

• モニタリング結果の公表を一元的に実

施。

緊急緊急緊急緊急時時時時

• 緊急時モニタリングの準備
（県、事業者からの情報収集や、関係職員の

派遣準備。）

警戒

事態

施設敷地

緊急事態

・

全 面

緊急事態

県

事業

者等

国

緊急時緊急時緊急時緊急時モニタリングセンターモニタリングセンターモニタリングセンターモニタリングセンター

国

国
県

国

緊急時モニタリングセンターは国が統

括し、センター長は国が務める。

実施計画実施計画実施計画実施計画をををを連絡連絡連絡連絡

モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング

結果結果結果結果をををを報告報告報告報告

緊急時モニタリング実施計画に基づき、

緊急時モニタリングを実施。

＜＜＜＜中中中中 央央央央＞＞＞＞
＜＜＜＜現現現現 地地地地＞＞＞＞

• 緊急時モニタリングの準備
（固定観測局における空間放射線量率等の測定を

強化（データ収集頻度を増加）。通信機器、モニタ

リング資機材の動作確認。）

県

関係関係関係関係職員職員職員職員をををを派遣派遣派遣派遣



安定ヨウ素剤の配付・服用方法の具体化

（原子力発電所から

概ね半径５ｋｍの区域）

※原子力災害対策指針（平成25年6月5日改正）の反映
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添付２

ＰＡＺ

ＵＰＺ

県県県県はははは、、、、市町村市町村市町村市町村とととと連携連携連携連携しししし、、、、事前配布事前配布事前配布事前配布のためののためののためののための住民説明会住民説明会住民説明会住民説明会をををを開催開催開催開催

• 原則として医師により、服用目的、保管方法、副作用、アレルギー・

過剰摂取に関する注意点等を説明し、必要な分のみを配布。

• 説明会と併せ、調査票等によりアレルギー等の把握に努める。

• 事前配布した安定ヨウ素剤は、３年ごとに回収し新しいものを再配布。

平常時に事前配布

県県県県はははは、、、、市町村市町村市町村市町村とととと連携連携連携連携しししし、、、、緊急時緊急時緊急時緊急時にににに避難等避難等避難等避難等とととと併併併併せてせてせてせて配布配布配布配布

• 緊急時に住民等が避難を行う際に配付できるよう、配付場所、配付

手続、配付及び服用に関与する医師等の手配等について定める。

• 配付用の安定ヨウ素剤を適切な場所に備蓄。

安定安定安定安定ヨウヨウヨウヨウ素剤素剤素剤素剤のののの予防服用予防服用予防服用予防服用：放射性ヨウ素による内部被ばくを低減する観点から、避難等の防護措置と併せて安定ヨウ素剤

を服用する。

国国国国のののの指示指示指示指示、、、、又又又又はははは独自独自独自独自のののの判断判断判断判断によりによりによりにより、、、、県県県県はははは、、、、市町村市町村市町村市町村とととと連携連携連携連携しししし、、、、服用服用服用服用をををを指示指示指示指示。。。。

緊急時に配布

服 用

（原子力発電所から

概ね半径３０ｋｍの区域）


